
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
二
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
質
問
の 

一
） 

答

弁

第

一

号 

   

衆
議
院
議
員
勝
間
田
淸
一
君
提
出
駐
留
軍
使
用
の
東
富
士
演
習
場
に
お
け
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の
未
締
結
問

題
の
解
決
並
び
に
農
業
用
水
の
不
足
緩
和
と
災
害
防
止
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
号 

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
益 

谷 

秀 

次 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

岸 
 

信 

介 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
勝
間
田
淸
一
君
提
出
駐
留
軍
使
用
の
東
富
士
演
習
場
に
お
け
る
土
地
賃
貸
借
契
約
の 

未
締
結
問
題
の
解
決
並
び
に
農
業
用
水
の
不
足
緩
和
と
災
害
防
止
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
農
地
を
除
き
現
在
い
ま
だ
に
契
約
が
締
結
で
き
な
い
の
は
ま
こ
と
に
遺
憾

に
堪
え
な
い
が
懸
案
の
諸
問
題
の
措
置
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。 

（1） 

契
約
面
積
は
、
土
地
台
帳
面
積
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
方
針
で
あ
る
が
、
分
割
実
測
面
積
に
つ
い
て 

は
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

（2） 

契
約
内
容
で
あ
る
土
地
の
各
地
目
の
是
正
に
つ
い
て
は
、
目
下
実
態
調
査
を
行
つ
て
い
る
の
で
、
そ
の
結 

果
に
よ
り
是
正
し
て
行
き
た
い
。 

（3） 

各
地
目
の
坪
当
月
額
賃
借
料
の
算
定
方
式
は
、
昭
和
三
十
一
年
度
に
実
施
し
た
も
の
に
準
ず
る
。 

ま
た
、
採
草
地
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
土
地
賃
借
料
と
入
会
慣
行
の
阻
害
に
よ
る
補
償
を
行
う
こ
と 



三 

地
元
か
ら
陳
情
が
あ
つ
た
三
十
六
億
円
の
事
業
費
の
要
望
に
関
し
て
は
、
目
下
検
討
中
で
あ
る
。 

二 

本
演
習
場
に
お
け
る
山
林
の
賃
借
料
は
、
調
達
庁
と
地
元
関
係
者
と
の
了
解
に
基
い
て
、
通
常
の
森
林
経
営

を
行
つ
た
場
合
の
年
間
純
収
益
を
も
つ
て
一
箇
年
の
賃
借
料
と
し
て
い
る
。 

し
た
が
つ
て
、
本
賃
借
料
適
用
時
期
以
降
に
お
い
て
は
演
習
場
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
た
め
に
森
林
経
営

上
被
む
る
損
失
は
す
べ
て
賃
借
料
に
よ
り
補
て
ん
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
時
期
以
降
立
木
被
害
が
生
じ
た
と
き

は
、
本
賃
借
料
適
用
時
期
の
材
積
で
補
償
す
る
こ
と
は
適
当
な
措
置
と
考
え
る
。 

を
適
当
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

防
災
工
事
等
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
三
年
度
以
降
も
実
情
に
応
じ
実
施
し
て
行
き
た
い
。 四 

 




